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Ⅳ．がん診療連携拠点病院の
緩和ケアの動向と現状

宮下 光令
（東北大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野）

がん診療連携拠点病院数の推移および
指定要件

　がん診療連携拠点病院の指定は 2002 年度から
開始された，地域がん診療拠点病院の指定にさか
のぼる。図 1にがん診療連携拠点病院数の推移を
示す。
　2002 年度に 46 のがん診療連携拠点病院が指定
された。その後，2004 年度から実施された第 3
次対がん 10 か年総合戦略では，全国どこでも質
の高いがん医療を受けることができるよう，がん
医療の均てん化の実現を目標とし，2004 年に設
置された「がん医療水準均てん化の推進に関する
検討会」，2005 年に設置された「地域がん診療拠
点病院のあり方検討会」などによる検討を経て，
2006 年には「がん診療連携拠点病院の整備に関
する指針」が定められ，都道府県がん診療連携拠
点病院，地域がん診療連携拠点病院の指定が開始
された。その後，2010 年の指針の大幅な見直し
を経て 2012 年 1 月 1 日現在，388 病院が指定さ
れている（国立がん研究センター中央病院，国立
がん研究センター東病院の 2つのみなし拠点病院
を含む）。
　上記の通り，がん診療連携拠点病院の指定要件
は 2006 年に施行され，2010 年に大きく改訂され
た。図 2に緩和ケアに関する主たる記載を示す。
　2006 年に施行された指定要件では「医師，看
護師，医療心理に携わる者等を含めたチームによ
る緩和医療の提供体制を整備すること」とされ，
緩和ケアチームの設置が暗に示された。このこと
は当時一般病棟を対象とした緩和ケア診療加算の
算定病院数が少なく，一般病棟における緩和ケア
が十分に普及していなかったことを考えると画期

的であった。しかし，チームの構成要因や活動に
ついて具体的な記載が少ないため，実際は委員会
の設置や既存の診療体制の延長に留まり，緩和ケ
アチームとしての活動は必ずしも活発とはいえな
い状況にあった。
　2010 年度の改訂では，「身体症状の緩和に携わ
る医師，精神症状の緩和ケアに携わる医師，緩和
ケアを専門とする看護師による緩和ケアチームを
整備し，当該緩和ケアチームを組織上明確に位置
付けるとともに，がん患者に対し適切な緩和ケア
を提供すること」と，緩和ケアチームの構成要因
や活動，組織上の明確化などが明文化された。
　特に，緩和ケアチームの看護師は専従が必須と
され，身体症状の緩和に携わる医師も専従である
ことが望ましいとされたことは画期的である（こ
こでいう専従とは，就業時間の 8割以上を従事し
ていることである）。また，2010 年度の改訂では

図 1　 がん診療連携拠点病院数の推移
（みなし拠点病院を含む）
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緩和ケア外来の設置，緩和ケア研修会の実施など
が盛り込まれた。この 2010 年度の指定要件の改
訂に伴い，がん診療連携拠点病院の緩和ケアチー
ムの機能が大きく強化された。

医療水準調査（厚生労働省委託事業「が
ん医療水準の均てん化を目的とした医
療水準等調査事業」がん診療連携拠点
病院の緩和ケア及び相談支援センター
に関する調査）

　がん診療連携拠点病院の拡充に伴い，がん診療
連携拠点病院の「緩和ケア機能」および「相談支
援センター機能」に焦点を当て，がん診療連携拠

1．2006 年 2 月 1 日　がん診療連携拠点病院の整備について（健発第 0201004 号）
　1）「緩和医療の提供体制」としての記載
・医師，看護師，医療心理に携わる者等を含めたチームによる緩和医療の提供体制を整備すること。ただし，当該提
供体制には，一般病棟におけるチーム医療の一部として緩和医療を提供できる体制を含むこととする。また，当該
チームによる緩和医療が，対象患者が退院した後も必要に応じて外来等において継続され得る体制を整備すること。

・地域において，かかりつけ医を中心とした緩和医療の提供体制を整備すること。
・かかりつけ医とともに地域がん診療連携拠点病院内外で共同診療を行い，早い段階から緩和医療の導入に努めるこ
と。

・かかりつけ医の協力・連携を得て，退院後の緩和医療計画を含めた退院計画を立てること。
　2）緩和医療に関するその他の記載
・各医療機関が専門とする分野において，集学的治療（手術・抗がん剤治療・放射線治療等の組み合わせや緩和医療
を含む複数診療科間における相互診療支援等）及び各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療並びに応用治療
を行うこと。また，クリティカルパスの整備が望ましい。

・主に地域のかかりつけ医等を対象とした，早期診断，緩和医療等に関する研修を実施すること。なお，研修対象者
の募集・選定にあたっては，医療機関間の格差の是正に配慮すること。

2．2008 年 3 月 1 日　がん診療連携拠点病院の整備について（健発第 0301001 号）
　1）「緩和ケアの提供体制」としての記載
・専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師（専従であることが望ましい），精神症状の緩
和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を（専任であることが望ましい），専従の緩和ケアに携わる専門的
な知識及び技能を有する常勤の看護師等を構成員とする緩和ケアチームを整備し，当該緩和ケアチームを組織上明
確に位置付けるとともに，がん患者に対し適切な緩和ケアを提供すること。また，緩和ケアチームに協力する薬剤
師及び医療心理に携わる者をそれぞれ 1人以上配置することが望ましい。

・外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。
・緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加する症状緩和に係るカンファレンスを週 1回程度開
催すること。

・院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨の掲示をするなど，がん患者に対し必要な情報提
供を行うこと。

・かかりつけ医の協力・連携を得て，主治医及び看護師がアに規定する緩和ケアチームと共に，退院後の居宅におけ
る緩和ケアに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。

・緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど，地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連
携協力体制を整備すること。

　2）緩和医療に関するその他の記載
・我が国に多いがん（肺がん，胃がん，肝がん，大腸がん及び乳がんをいう。以下同じ）その他各医療機関が専門と
するがんについて，手術，放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケア（以下「集学
的治療等」という）を提供する体制を有するとともに，各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療（以下「標
準的治療」という）等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。

・原則として，別途定める「プログラム」に準拠した当該 2次医療圏においてがん医療に携わる医師を対象とした緩
和ケアに関する研修を毎年定期的に実施すること。また，そのほか原則として，当該 2次医療圏においてがん医療
に携わる医師等を対象とした早期診断及び緩和ケア等に関する研修を実施すること。なお，当該研修については，
実地での研修を行うなど，その内容を工夫するように努めること。

・都道府県がん診療連携拠点病院では当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が実施するがん医療に携わる医師
を対象とした緩和ケアに関する研修その他各種研修に関する計画を作成すること。

図 2　がん診療連携拠点病院の指定要件
　（緩和ケアに関連する部分の抜粋し，分かりやすいように改変して掲載）
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点病院の自己申告により，それぞれの機能の充足
の程度を評価することを目的とした調査（厚生労
働省委託事業「がん医療水準の均てん化を目的と
した医療水準等調査事業」がん診療連携拠点病院
の緩和ケア及び相談支援センターに関する調査）
が実施された（図 3～ 8）。ここではその緩和ケア
機能についての概要を報告する。
　調査は 2007 ～ 2009 年度の各年度末に当時指定

されているすべてのがん診療連携拠点病院を対象
に実施された。調査方法は郵送法による自記式
質問紙調査であり，回収率はほぼ 100％であった
（未提出施設は都道府県を通して督促を行った）。
調査内容は病院長・事務部門対象として「1．病
院の緩和ケアに取り組む体制（11 項目）」「2．緩
和ケアに対する情報提供体制（6項目）」，「緩和
ケアチームを対象として 3．基本的な緩和ケアの

図 3　医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度
─Ⅰ．病院の緩和ケアに取り組む体制

図 4　医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度
─Ⅱ．緩和ケアに関する情報提供体制

1 ．病院として院内の緩和ケアに取り組むための理念や目標が
明文化され，地域に公開されている

2．病院として地域の緩和ケアの向上に取り組むための理念や
目標が明文化され，地域に公開されている

3．病院として緩和ケアに取り組むための年次計画が策定さ
れ，文書化されている

4．病院管理者と，緩和ケア責任者・緩和ケアチームなどが参
加する会議が年 1回以上開催されている

5．緩和ケアに関する部門及び緩和ケアチームが組織上明確化
されている

6．緩和ケアの診療実績が院内職員が見られるかたちで報告ま
たは公開されている

7．緩和ケアチームに専従の医師が配置されている

8．緩和ケアチームに専従の看護師が配置されている

9．常勤の精神症状の緩和に携わる医師が配置されている

10．病院職員が緩和ケアに関して研修・教育を受ける場合に出
張経費の支援などをした実績が 2職種以上，かつ，年 5人
以上ある（実人数）

11．がん診療連携拠点病院機能強化事業費等を用いて，平成
19 年度予算の中で，緩和ケア研修に関する予算がある

1．院内の見やすい場所に患者・家族向けの緩和ケアに関する
相談窓口の案内が掲示されている

2．緩和ケアに関する患者・家族向けのパンフレットがあり，
外来に常備するなど，患者・家族が容易に入手できるよう
に提供されている

3．緩和ケア部門の診療内容・受診方法についてホームページ
や病院便りなどで広報されている

4．相談支援センター等の相談窓口において，緩和ケアに関し
て，年間 5件以上の相談を受けた記録がある

5．患者・家族向けの図書館があり，緩和ケアに関する書籍ま
たは，患者が自由に見られるインターネット端末を常備し
てある

6．緩和ケア部門の診療実績がホームページなどで患者・家族
向けに公開されている
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提供体制（11 項目）」「4．専門的な緩和ケアの提
供体制（16 項目）」「5．多職種による緩和ケアの
提供体制（8項目）」，地域連携部門を対象として
「6．緩和ケアの地域連携及び研修の実施体制（11
項目）」であった。
　2007 年度から 2009 年度までの全施設の回答の
推移を示す。全体的には，「1．病院の緩和ケアに
取り組む体制」「2．緩和ケアの情報提供体制」「4．
専門的な緩和ケアの提供体制」が 3年間で大きく
充足した。緩和ケアチームの専従看護師の有無，
緩和ケア研修会の予算化や実施などは指定要件の
変化の影響であるが，緩和ケアチームの活動内容
は全体的に活性化した。「3．基本的な緩和ケアの

提供体制」「5．多職種による緩和ケアの提供体制」
は2007年の時点で充足度が高く，変化が小さかっ
た。「6．緩和ケアの地域連携及び研修の実施体制」
は，3年間を通して充足度が低く，今後の発展が
期待される。
　2009 年度における都道府県がん診療連携拠点
病院と地域がん診療連携拠点病院の比較を図 9～
14に示す。全体として都道府県がん診療連携拠
点病院において充足度が高かった。これは都道府
県拠点病院（みなし拠点を含む）では緩和ケア診
療加算を算定している割合が 51％であり，地域
拠点病院の 19％より大幅に多いことが理由と考
えられる。

図 5　医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度
─Ⅲ．基本的な緩和ケアの提供体制

1 － 1 ．院内のがん診療に携わる医師を対象とした「がん診
療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」
（平成 20 年 4 月 1 日付け健発第 0401016 号厚生労働省健
康局長通知）に準拠した緩和ケア研修会を平成 21 年度
に 1回以上開催または開催予定であり，院内の参加医師
数の合計が 10 名以上ある（実人数）

1－ 2． 1－ 1以外の院内のがん診療に携わる医師を対象と
した緩和ケア研修会を平成 21 年度に 1回以上開催また
は開催予定であり，院内の参加医師数の合計が 10 名以
上ある（実人数）

2．院内のがん診療に携わる看護師を対象とした緩和ケア研
修会を年 1回以上開催しており，参加看護師数の合計が
10 名以上である（実人数）

3．院内で，医師を対象としたがん医療におけるコミュニ
ケーション・スキルを向上させるための実技・演習を含
む研修を年 1回以上開催している

4．院内で，がん患者に対するリハビリテーションについて
の研修を年 1回以上開催している

5．がん診療に携わる医師は全て麻薬施用者免許を有している

7．院内に緩和ケアに関するマニュアルがあり，病棟と外来
から常に参照できる状態になっており，1年以内に改訂
されている

8．即効性経口モルヒネ，徐放性経口モルヒネ，モルヒネ注，
即効性オキシコドン，徐放性オキシコドン，フェンタニ
ル貼付剤，フェンタニル注の全てが採用されている

9．鎮痛効果のある抗てんかん薬（ガバペンチン，クロナゼ
パムなど），三環系抗うつ薬，ケタラールのすべてが採
用されている

10．ヌクトレオチド（サンドスタチン）が採用されている

11．少なくとも 1種類以上の非定型抗精神病薬が採用されて
いる

6．院内において統一した疼痛の評価尺度がある
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1 ．緩和ケアチームの活動指針が明文化されている

2．緩和ケアチームへの紹介を行う手続きが明文化され周知さ
れている

3．緩和ケアチームに年間 50 名以上の直接の診察またはコン
サルテーションによる診療実績がある（実人数）

4．緩和ケアチームが診療している患者に対して原則として週
1回以上の直接診療を行っており，かつ，必要な場合に平
日の日勤帯はいつでも緩和ケアチームのいずれかのメン
バーが患者を直接診療できる体制がある

5．緩和ケアチームは少なくとも週に 3日以上，チームのいず
れかのメンバーが，患者を直接診療する活動を行っている

6．疼痛以外の身体症状・精神症状の緩和を目的とした依頼が
20％以上である

7．緩和ケアチームは少なくとも週 1回，メンバーでカンファ
レンス，または，回診を行っている

8．緩和ケアチームに，専門看護師（がん看護），緩和ケア認
定看護師，または，がん性疼痛看護認定看護師が少なくと
も 1名いる

9．緩和ケアチームに，日本緩和医療学会に所属している医師
が少なくとも 1名いる

10．緩和ケアチームに，日本サイコオンコロジー学会に所属し
ている医師が少なくとも 1名いる

11．緩和ケアチームが診療やコンサルテーションをした場合，
その内容が診療記録に明記されている

12．緩和ケアチームが診療した患者のデータベースや一覧表を
作成している

13．がん性疼痛の緩和のために（術後疼痛を除く），くも膜下フェ
ノールブロック・内臓神経ブロック・持続硬膜外ブロック・
高周波熱凝固療法のいずれかを年間1例以上施行している

14．骨転移に対して院内で放射線治療を行った実績が年間 10
例以上ある（実人数）

15．麻薬の自己管理を行った入院患者が年間 1名以上いる

16．平日の日勤帯はいつでも精神症状の緩和に携わる医師が患
者を直接診療できる体制を有している

1． 緩和ケアチームの活動に薬剤師が参加することが明文化さ
れている

2． 緩和ケアチームの活動に医療ソーシャルワーカーが参加す
ることが明文化されている

3． 緩和ケアチームの活動に管理栄養士が参加することが明文
化されている

4． 緩和ケアチームの活動にリハビリテーション科医師または
理学療法士または作業療法士が参加することが明文化され
ている

5． がん患者に関するリハビリテーション研修に参加したこと
があるリハビリテーション部門の医療者がいる

6． 緩和ケアチームの活動に医療心理に携わるコメディカルが
参加することが明文化されている

7． 栄養管理・支援のための組織（NSTなど）が，がん患者に
対する栄養学的支援を行った記録が 1例以上ある

8． 入院患者に対して麻薬が初めて処方されたとき，薬剤師が
服薬指導を行った記録が 10 人以上ある
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図 6　医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度
─Ⅳ．専門的な緩和ケアの提供体制

図 7　医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度
─Ⅴ．多職種による緩和ケアの提供体制
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1 ． 在宅療養に移行する患者のうち緩和ケアを必要とするが
ん患者について，診療所または訪問看護ステーションな
ど病院外の職員が参加した退院時カンファレンスが行わ
れた記録が年間 10 件以上ある

2． 地域の病院，診療所及び訪問看護ステーションが，緩和
ケアについて相談したいときに，緩和ケア部門の医療従
事者と電話などで直接相談ができる窓口がある

3． 地域の病院，診療所及び訪問看護ステーションから，緩
和ケアについて診察の要請があったときに緩和ケア部門
の医療従事者が病院外で診察を行える体制がある

4． 緩和ケアを担当することを明確にされた医療ソーシャル
ワーカーが少なくとも 1名いる

5． 地域の患者が受診できる緩和ケア外来（緩和ケア病棟の
入院予約のみを目的とする外来ではなく，がん患者の苦
痛を緩和することを目的とした外来）があり，年間 10
人以上を診療している（実人数）

6－ 1．地域のがん診療に携わる医師を対象とした，「がん診
療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」
（平成 20 年 4 月 1 日付け健発第 0401016 号厚生労働省健
康局長通知）に準拠した緩和ケア研修会を平成 21 年度
に 1回以上開催または開催予定であり，院外の地域から
の参加医師数の合計が 10 名以上である（実人数）

6－ 2． 6－ 1 以外の地域のがん診療に携わる医師を対象
とした，緩和ケア研修会を平成 21 年度に 1回以上開催
または開催予定であり，院外の地域からの参加医師数の
合計が 10 名以上である（実人数）

7． 地域のがん診療に携わる医師を対象とした，5日以上実
際に患者を診察する機会を有する緩和ケアに関する研修
（一緒に回診をする，研修として患者を受け持つなど）
を行っており，年間少なくとも 1名以上受け入れている

8． 地域のがん診療に携わる看護師を対象とした，緩和ケア
の研修会（講義，ワークショップなど）を年間 1回以上
開催しており，参加看護師数の合計が 10 名以上である
（実人数）

9． 地域のがん診療に携わる看護師を対象とした，5日以上
実際に患者を診察する機会を有する緩和ケアに関する研
修（一緒にケアをする，研修として患者を受け持つなど）
を行っており，年間少なくとも 1名以上受け入れている

10． 地域の病院，診療所及び訪問看護ステーションと緩和ケ
アに関する地域連携について話し合う会議を年 1回以上
開催している

11． 地域における緩和ケアに関する研修会や講演会などに，
年間 1人以上の講師の派遣を行った実績がある

図 8　医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度
─Ⅵ．緩和ケアの地域連携及び研修の実施体制
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図 9　2010 年医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度（都道府県
および地域がん診療連携拠点病院の比較）─Ⅰ．病院の緩和ケアに取り組む体制

図 10　2010 年医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度（都道府県
および地域がん診療連携拠点病院の比較）─Ⅱ．緩和ケアに関する情報提供体制

1 ．病院として院内の緩和ケアに取り組むための理念や目標が
明文化され，地域に公開されている

2．病院として地域の緩和ケアの向上に取り組むための理念や
目標が明文化され，地域に公開されている

3．病院として緩和ケアに取り組むための年次計画が策定さ
れ，文書化されている

4．病院管理者（院長・副院長・事務部門・看護部長など）と，
緩和ケア責任者・緩和ケアチームなどが参加する会議が年
1回以上開催されている

5．緩和ケアに関する部門及び緩和ケアチームが組織上明確化
されている

6．緩和ケアの診療実績が院内職員が見られるかたちで報告ま
たは公開されている

7．緩和ケアチームに専従の医師が配置されている

8．緩和ケアチームに専従の看護師が配置されている

9．常勤の精神症状の緩和に携わる医師が配置されている

10．病院職員が緩和ケアに関して研修・教育を受ける場合に出
張経費の支援などをした実績が 2職種以上，かつ，年 5人
以上ある（実人数）

11．がん診療連携拠点病院機能強化事業費等を用いて，平成
21 年度予算の中で，緩和ケア研修に関する予算がある
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1 ．院内の見やすい場所に患者・家族向けの緩和ケアに関する
相談窓口の案内が掲示されている

2．緩和ケアに関する患者・家族向けのパンフレットがあり，
外来に常備するなど，患者・家族が容易に入手できるよう
に提供されている

3．緩和ケア部門の診療内容・受診方法についてホームページ
や病院便りなどで広報されている

4．相談支援センター等の相談窓口において，緩和ケアに関し
て，年間 5件以上の相談を受けた記録がある

5．患者・家族向けの図書館があり，緩和ケアに関する書籍ま
たは，患者が自由に見られるインターネット端末を常備し
てある

6．緩和ケア部門の診療実績がホームページなどで患者・家族
向けに公開されている
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図 11　2010 年医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度（都道府県
および地域がん診療連携拠点病院の比較）─Ⅲ．基本的な緩和ケアの提供体制

0 20 6040 80 100

1 － 1 ．院内のがん診療に携わる医師を対象とした「がん診
療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」
（平成 20 年 4 月 1 日付け健発第 0401016 号厚生労働省健
康局長通知）に準拠した緩和ケア研修会を平成 21 年度
に 1回以上開催または開催予定であり，院内の参加医師
数の合計が 10 名以上ある（実人数）

2．院内のがん診療に携わる看護師を対象とした緩和ケア研
修会を年 1回以上開催しており，参加看護師数の合計が
10 名以上である（実人数）

6．院内において統一した疼痛の評価尺度がある

5．がん診療に携わる医師は全て麻薬施用者免許を有している

7．院内に緩和ケアに関するマニュアルがあり，病棟と外来
から常に参照できる状態になっており，1年以内に改訂
されている

8．即効性経口モルヒネ，徐放性経口モルヒネ，モルヒネ注，
即効性オキシコドン，徐放性オキシコドン，フェンタニ
ル貼付剤，フェンタニル注の全てが採用されている

4．院内で，がん患者に対するリハビリテーションについて
の研修を年 1回以上開催している

11．少なくとも 1種類以上の非定型抗精神病薬が採用されて
いる

1－ 2． 1－ 1以外の院内のがん診療に携わる医師を対象と
した緩和ケア研修会を平成 21 年度に 1回以上開催また
は開催予定であり，院内の参加医師数の合計が 10 名以
上ある（実人数）

3．院内で，医師を対象としたがん医療におけるコミュニ
ケーション・スキルを向上させるための実技・演習を含
む研修を年 1回以上開催している

10．オクトレオチド（サンドスタチン）が採用されている

9．鎮痛効果のある抗てんかん薬（ガバペンチン，クロナゼ
パムなど），三環系抗うつ薬，ケタラールのすべてが採
用されている
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1 ．緩和ケアチームの活動指針が明文化されている
2．緩和ケアチームへの紹介を行う手続きが明文化され周知さ
れている

3．緩和ケアチームに年間 50 名以上の直接の診察またはコン
サルテーションによる診療実績がある（実人数）

4．緩和ケアチームが診療している患者に対して原則として週
1回以上の直接診療を行っており，かつ，必要な場合に平
日の日勤帯はいつでも緩和ケアチームのいずれかのメン
バーが患者を直接診療できる体制がある

5．緩和ケアチームは少なくとも週に 3日以上，チームのいず
れかのメンバーが，患者を直接診療する活動を行っている

6．疼痛以外の身体症状・精神症状の緩和を目的とした依頼が
20％以上である

7．緩和ケアチームは少なくとも週 1回，メンバーでカンファ
レンス，または，回診を行っている

8．緩和ケアチームに，専門看護師（がん看護），緩和ケア認定看護
師，または，がん性疼痛看護認定看護師が少なくとも1名いる

9．緩和ケアチームに，日本緩和医療学会もしくは国立がんセ
ンター主催の緩和ケアの「指導者研修会」を修了，又はこ
れらと同等以上の能力を有する者として，日本緩和医療学
会から推薦を受けている医師が少なくとも 1名いる

10．緩和ケアチームに，日本緩和医療学会もしくは国立がんセン
ター主催の精神腫瘍学の「指導者研修会」修了者，又はこれら
と同等以上の能力を有する者として日本サイコオンコロ
ジー学会から推薦を受けている医師が少なくとも1名いる

11．緩和ケアチームが診療やコンサルテーションをした場合，
その内容が診療記録に明記されている

12．緩和ケアチームが診療した患者のデータベースや一覧表を
作成している

13．がん性疼痛の緩和のために（術後疼痛を除く），くも膜下フェ
ノールブロック・内臓神経ブロック・持続硬膜外ブロック・
高周波熱凝固療法のいずれかを年間1例以上施行している

14．骨転移に対して院内で放射線治療を行った実績が年間 10
例以上ある（実人数）

15．麻薬の自己管理を行った入院患者が年間 1名以上いる
16．平日の日勤帯はいつでも精神症状の緩和に携わる医師が患
者を直接診療できる体制を有している

図 12　2010 年医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度（都道府県
および地域がん診療連携拠点病院の比較）─Ⅳ．専門的な緩和ケアの提供体制

図 13　2010 年医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度（都道府県
および地域がん診療連携拠点病院の比較）─Ⅴ．多職種による緩和ケアの提供体制
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1 ． 緩和ケアチームの活動に薬剤師が参加することが明文化さ
れている

2． 緩和ケアチームの活動に医療ソーシャルワーカーが参加す
ることが明文化されている

3． 緩和ケアチームの活動に管理栄養士が参加することが明文
化されている

4． 緩和ケアチームの活動にリハビリテーション科医師または
理学療法士または作業療法士が参加することが明文化され
ている

5． がん患者に関するリハビリテーション研修に参加したこと
があるリハビリテーション部門の医療者がいる

6． 緩和ケアチームの活動に医療心理に携わるコメディカルが
参加することが明文化されている

7． 栄養管理・支援のための組織（NSTなど）が，がん患者に
対する栄養学的支援を行った記録が 1例以上ある

8． 入院患者に対して麻薬が初めて処方されたとき，薬剤師が
服薬指導を行った記録が 10 人以上ある
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図 14　2010 年医療水準調査におけるがん診療連携拠点病院の緩和ケア機能の充足度（都道府県
および地域がん診療連携拠点病院の比較）─Ⅵ．緩和ケアの地域連携及び研修の実施体制

1 ． 在宅療養に移行する患者のうち緩和ケアを必要とするが
ん患者について，診療所または訪問看護ステーションな
ど病院外の職員が参加した退院時カンファレンスが行わ
れた記録が年間 10 件以上ある

2． 地域の病院，診療所及び訪問看護ステーションが，緩和
ケアについて相談したいときに，緩和ケア部門の医療従
事者と電話などで直接相談ができる窓口がある

3． 地域の病院，診療所及び訪問看護ステーションから，緩
和ケアについて診察の要請があったときに緩和ケア部門
の医療従事者が病院外で診察を行える体制がある

4． 緩和ケアを担当することを明確にされた医療ソーシャル
ワーカーが少なくとも 1名いる

5． 地域の患者が受診できる緩和ケア外来（緩和ケア病棟の
入院予約のみを目的とする外来ではなく，がん患者の苦
痛を緩和することを目的とした外来）があり，年間 10
人以上を診療している（実人数）

6－ 1．地域のがん診療に携わる医師を対象とした，「がん診
療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」
（平成 20 年 4 月 1 日付け健発第 0401016 号厚生労働省健
康局長通知）に準拠した緩和ケア研修会を平成 21 年度
に 1回以上開催または開催予定であり，院外の地域から
の参加医師数の合計が 10 名以上である（実人数）

6－ 2． 6－ 1 以外の地域のがん診療に携わる医師を対象
とした，緩和ケア研修会を平成 21 年度に 1回以上開催
または開催予定であり，院外の地域からの参加医師数の
合計が 10 名以上である（実人数）

7． 地域のがん診療に携わる医師を対象とした，5日以上実
際に患者を診察する機会を有する緩和ケアに関する研修
（一緒に回診をする，研修として患者を受け持つなど）
を行っており，年間少なくとも 1名以上受け入れている

8． 地域のがん診療に携わる看護師を対象とした，緩和ケア
の研修会（講義，ワークショップなど）を年間 1回以上
開催しており，参加看護師数の合計が 10 名以上である
（実人数）

9． 地域のがん診療に携わる看護師を対象とした，5日以上
実際に患者を診察する機会を有する緩和ケアに関する研
修（一緒にケアをする，研修として患者を受け持つなど）
を行っており，年間少なくとも 1名以上受け入れている

10． 地域の病院，診療所及び訪問看護ステーションと緩和ケ
アに関する地域連携について話し合う会議を年 1回以上
開催している

11． 地域における緩和ケアに関する研修会や講演会などに，
年間 1人以上の講師の派遣を行った実績がある
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